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お
知
ら
せ

障害者手帳を
お持ちの方へ

　

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
、
次
の

よ
う
な
と
き
手
続
き
が
必
要
で
す
。

・
転
居
や
氏
名
変
更

・
他
市
町
村
か
ら
大
山
町
に
転
入

・
大
山
町
か
ら
他
市
町
村
へ
転
出

（
転
出
先
の
市
町
村
障
が
い
福
祉
担
当
窓

口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
）

・
手
帳
の
紛
失
や
破
損

・
手
帳
所
持
者
の
死
亡

・
身
体
障
害
者
手
帳
取
得
か
ら
10
年
経
過
し

た
と
き

各
種
助
成
制
度
を
受
け
る
と
き

︻
障
害
者
医
療
費
助
成
︼

　

病
院
・
薬
局
な
ど
で
支
払
っ
た
自
己
負

担
分
（
保
険
適
用
分
）
の
２
分
の
１
相
当

額
を
助
成
。（
食
事
療
養
費
・
室
料
な
ど
は

対
象
外
）

◆
対
象
者

　

次
の
項
目
に
す
べ
て
該
当
す
る
方

①
身
体
障
害
者
手
帳
（
３
級
～
６
級
）・
療

育
手
帳
（
Ｂ
判
定
）・
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
（
２
級
～
３
級
）
の
い
ず
れ

か
を
お
持
ち
の
方

②
18
歳
（
18
歳
に
な
っ
た
年
度
の
3
月
31

日
ま
で
を
除
く
）
か
ら
69
歳
ま
で
の
方

③
所
得
税
非
課
税
の
方

◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

領
収
書
（
保
険
点
数
の
わ
か
る
も
の
。

レ
シ
ー
ト
は
不
可
）・
印
鑑
・
保
険
証
・
障

害
者
手
帳

︻
障
害
者
通
所
・
通
院
費
助
成
︼

　

次
の
項
目
に
該
当
す
る
場
合
、
通
所
・

通
院
に
必
要
な
交
通
費
の
２
分
の
１
相
当

額
を
助
成
。（
公
的
扶
助
の
受
給
者
は
除
く
）

・
在
宅
の
障
が
い
者
が
就
労
移
行
支
援
・
就

労
継
続
支
援
を
行
う
事
業
所
な
ど
に
通

※身体障害者手帳をお持ちの方
は、顔写真が古くなると本人
確認が困難となるため、10年
に１度再交付の手続きが必要
です。手続きには、印鑑・お
持ちの身体障害者手帳・写真
（タテ４cm×ヨコ３cm）１
枚が必要です。

所
す
る
場
合
。

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
お
持
ち
の

在
宅
の
方
が
、
当
該
精
神
疾
患
の
治
療
の

た
め
に
医
療
機
関
に
通
院
す
る
場
合
。

※
町
内
の
事
業
所
・
医
療
機
関
は
、
公
共

交
通
機
関
を
利
用
し
た
場
合
の
み
対
象

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
通
所
・
通
院
に

送
迎
サ
ー
ビ
ス
等
を
利
用
し
て
い
る
場

合
や
、
通
所
に
係
る
手
当
等
を
受
け
て

い
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

◆
手
続
き
に
は
、
町
指
定
の
申
請
書
に
医

療
機
関
・
事
業
所
の
証
明
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

︻
人
工
透
析
患
者
通
院
費
助
成
︼ 

　

腎
臓
機
能
障
害
に
よ
り
人
工
透
析
療
法

を
受
け
て
お
ら
れ
る
在
宅
の
方
を
対
象
に
、

人
工
透
析
通
院
に
必
要
な
交
通
費
の
２
分

の
１
相
当
額
を
助
成
。（
所
得
税
非
課
税
の

方
が
対
象
。
公
的
扶
助
の
受
給
者
は
除
く
）

※
通
院
に
送
迎
サ
ー
ビ
ス
等
を
利
用
し
て

い
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

◆
手
続
き
に
は
、
町
指
定
の
申
請
書
に
医

療
機
関
の
証
明
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

◆
手
続
き
・
問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
介
護
課
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中
山
支
所
総
合
窓
口
室

　

☎
０
８
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大
山
支
所
総
合
窓
口
室
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５
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『
第
５
期
大
山
町
障
害
福
祉
計

画
及
び
第
１
期
大
山
町
障
害
児

計
画
』を
策
定
し
ま
し
た

　

本
町
で
は
、「
安
心
し
て
暮
ら
す
」「
学
び
、

働
き
、
社
会
参
加
を
促
進
」「
共
に
暮
ら
す

社
会
の
実
現
」
を
基
本
目
標
と
し
て
、
平

成
27
年
３
月
に
「
大
山
町
障
が
い
者
プ
ラ

ン
」
を
策
定
し
、
各
種
施
策
の
推
進
に
取

り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
障
害
者
総
合
支
援
法
に
基

づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
確
保
に

関
す
る
「
第
５
期
大
山
町
障
害
福
祉
計
画

（
計
画
期
間
：
平
成
30
年
度
～
平
成
32
年

度
）」、
児
童
福
祉
法
の
改
正
に
よ
り
障
が

い
児
福
祉
の
さ
ら
な
る
取
り
組
み
を
推
進

す
る
た
め
「
第
１
期
大
山
町
障
害
児
福
祉

計
画
（
計
画
期
間
：
平
成
30
年
度
～
平
成

32
年
度
）」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
計
画
を
も
と
に
障
が
い
の
あ

る
人
も
な
い
人
も
、
共
に
住
み
慣
れ
た
地

域
の
中
で
、
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で

き
る
よ
う
関
係
機
関
の
連
携
を
行
い
、
取

り
組
み
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　

内
容
に
つ
い
て
は
、
大
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
福
祉
介
護
課
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　

福
祉
介
護
課

　

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
０
７


